
令和 6 年 4 月 1 日 

 

石山市民体育館利用者の皆様 

 

大津市市民部 

スポーツ課長 

 

 

石山市民体育館の利用再開について 

 

 

 日頃は、本市スポーツ行政の推進に格別のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

屋根防水等改修工事に伴い利用を停止しておりました石山市民体育館は、令和 6年 6月 1日より

利用を再開いたします。 

 停止期間中はご迷惑をおかけいたしましたが、今後もご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―お問合せ先― 

〒５２０－０８０５ 

大津市石場１０番５３号 

大津市市民部スポーツ課  

電話：０７７－５２８－２６３７ 

 


